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【現地の状況やニーズなどの背景情報】
　ベトナムでは、2013 年に栄養士育成制度の一つとして 4 年制栄養学学士課程が設立されたが、栄養士の職
種設置、資格認定やその他関連法規は未整備の状態である。

【活動内容】
　日本の栄養士制度設立から医療現場へ展開してきた経緯や経験、実際の医療現場での役割紹介（済生会病院、
神奈川県立保健福祉大や京都府立大等）とベトナムでの栄養政策の実情視察等を通じた現地に最適な形での栄
養実施基準の作成活動を支援・促進する。

【期待される成果や波及効果等】
　日本が持つ医療現場での栄養施策の経験をベトナム各地の実際の医療現場に反映できるような形で、栄養施
策実施基準が設置されると、関連分野での交流促進が期待される。

3.　Nutrition Standard（栄養施策実施基準）に関する
　　創設及び設置促進のための研修事業
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＜研修実施結果＞	
9-10 月　研修生受入（越 8 名）
　・日本栄養士会の歴史・変遷等
　・日本の栄養関連制度（保険診療、
　　介護報酬、等）
　・病院栄養士の仕事内容
　・大学での栄養教育
　・食品企業での活動

11 月　専門家派遣（日 2 名、越 2 名）
　・日本の栄養関連施策の紹介と
　　ベトナムでの栄養施策実施基準
　　設立に関するセミナーの開催
　　（ハノイ、フエ、ホーチミン市で
　　各会 60 名以上の栄養関連関係者
　　が参加）
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